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巻
頭
言 

  

本
巻
は
、
『
岩
崎
純
一
全
集
』
の
序
巻
の
女
性
編
纂
別
添
資
料
を
成
し
、『
全

集
』
と
こ
れ
を
含
む
総
合
ア
ー
カ
イ
ブ
及
び
研
究
所
を
俯
瞰
的
に
解
説
し
、
か

つ
岩
崎
式
十
進
分
類
法
に
よ
る
岩
崎
個
人
の
知
的
作
業
と
学
問
の
体
系
化
の
手

法
を
述
べ
る
と
共
に
、
人
間
の
知
的
作
業
と
学
問
一
般
の
体
系
化
の
試
み
を
も

述
べ
ら
れ
た
岩
崎
所
長
の
本
編
資
料
に
、
女
性
の
視
点
か
ら
追
記
す
る
も
の
で

あ
る
。 

 

な
お
、
本
資
料
は
、『
全
集
』
へ
の
収
録
を
当
該
著
作
物
の
全
て
の
著
作
者
が

要
望
し
、
譲
渡
可
能
な
権
利
（
著
作
権
法
第
六
一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
譲
渡

の
目
的
と
し
て
特
掲
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
留
保
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
同
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
に
規
定
さ
れ
る
権

利
を
含
む
）
の
全
部
に
つ
い
て
、
岩
崎
所
長
へ
の
譲
渡
が
完
了
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
序
巻
に
定
め
ら
れ
る
通
り
、
『
全
集
』
へ
収
録
す
る
。
収
録
場
所
は
、

序
巻
の
第
一
次
区
分
の
女
性
系
の
解
説
内
と
す
る
。 

 

一
方
、
同
権
利
の
全
部
に
つ
い
て
、
未
だ
岩
崎
所
長
へ
の
譲
渡
が
完
了
し
て

い
な
い
女
性
編
纂
別
添
資
料
は
、【
2
系
】
以
外
の
各
系
の
女
性
系
に
収
録
す
る
。 

 

目
次 

 

巻
頭
言 

 

序
巻
本
編
に
つ
い
て 

女
性
の
製
作
物
（
有
体
物
）・
著
作
物
（
無
体
物
）
の
分
類
基
準 
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二
〇
一
五
年
四
月
二
十
四
日 

起
筆 

 
二
〇
一
七
年
一
月
十
二
日 

公
開 

 

二
〇
一
八
年
一
月
二
十
一
日 

更
新 

二
〇
一
八
年
三
月
二
十
六
日 

最
終
更
新 

  

序
巻
本
編
に
つ
い
て 

  

私
た
ち
女
性
局
は
、
岩
崎
所
長
に
よ
り
序
巻
本
編
に
お
い
て
示
さ
れ
た
次
の

【
女
性
系
】
の
扱
い
の
方
針
に
従
い
、
女
性
編
纂
別
添
資
料
を
編
纂
・
整
理
す

る
。 

 

● 

【
女
性
系
】
に
は
、
既
に
【
1
系
】
か
ら
【
9
系
】
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

含
ま
れ
る
も
の
の
、
第
二
巻
か
ら
第
六
巻
に
定
め
る
通
り
の
、
女
性
に
固
有

の
諸
事
情
に
基
づ
き
、
女
性
編
纂
者
（
特
定
女
性
ス
タ
ッ
フ
）
が
管
理
す
る

有
体
物
及
び
無
体
物
が
含
ま
れ
る
。 

こ
こ
に
含
ま
れ
る
製
作
物
・
著
作
物
の
多
く
は
、
第
六
巻
に
定
め
る
女
性

編
纂
別
添
資
料
（
略
：
女
性
資
料
）
と
し
て
編
纂
さ
れ
取
り
ま
と
め
ら
れ
る

も
の
で
、
総
合
編
纂
者
た
る
岩
崎
純
一
へ
の
管
理
権
限
の
全
面
的
な
移
行
が
、

将
来
に
検
討
さ
れ
て
は
い
る
が
、
現
在
は
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
製
作
物
・
著
作
物
（
女
性
編
纂
別
添
資
料
）
か
ら
成
る
ア
ー
カ

イ
ブ
【
女
性
系
】
を
女
性
編
纂
別
添
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
（
略
：
女
性
資
料
ア

ー
カ
イ
ブ
）
と
称
す
る
。 

こ
れ
ら
の
製
作
物
・
著
作
物
の
多
く
は
、
基
本
的
に
は
岩
崎
の
著
作
物
で

は
な
い
（
岩
崎
の
製
作
物
か
、
女
性
の
製
作
物
・
著
作
物
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
）
た
め
、【
2
系
】IJ

C
W

（『
全
集
』）
以
外
の
各
系
に
含
ま
れ
る
。 

但
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
女
性
編
纂
者
ら
が
他
の
女
性
の
著
作
者
か
ら
管

理
を
依
頼
さ
れ
た
著
作
物
、
ま
た
は
、
女
性
編
纂
者
ら
自
身
の
著
作
物
で
あ

っ
て
、こ
れ
ら
著
作
者
の
女
性
本
人
がIJ

C
W

へ
の
収
録
を
強
く
要
望
し
、

そ
の
著
作
権
の
全
部
（
著
作
権
法
第
六
一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
譲
渡
の
目

的
と
し
て
特
掲
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
留
保
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
同
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
に
規
定
さ
れ

る
権
利
を
含
む
）
が
第
六
巻
に
定
め
る
通
り
本
人
か
ら
岩
崎
に
直
接
譲
渡
さ

れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、IJ

C
W

に
お
け
る
女
性
編
纂
別
添
資
料
へ
と
移

動
さ
せ
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
本
体
資
料
（
本
編
）
へ
移
動
さ
せ

る
こ
と
も
あ
る
。
女
性
の
製
作
物
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
等
に
関
す
る
協
議

の
結
果
に
よ
り
分
類
す
る
。 

ま
た
一
方
、
女
性
編
纂
者
の
編
纂
資
料
の
う
ち
、
岩
崎
の
製
作
物
・
著
作

物
の
み
か
ら
成
る
も
の
も
女
性
編
纂
別
添
資
料
と
称
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
う

ち
著
作
物
の
編
纂
資
料
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
編
纂
上
の
著
作
権
の
全
部

が
岩
崎
に
譲
渡
さ
れ
る
た
め
、【
2
系
】IJ

C
W

に
収
録
す
る
。
岩
崎
の
製

作
物
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
等
に
関
す
る
協
議
の
結
果
に
よ
り
分
類
す
る
。 

女
性
編
纂
別
添
資
料
の
う
ち
、
女
性
と
岩
崎
と
の
共
同
の
製
作
物
・
著
作

物
は
、
女
性
の
み
に
よ
る
製
作
物
・
著
作
物
と
同
様
に
扱
う
。
こ
れ
ら
の
う

ち
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
著
作
物
に
関
わ
る
全
て
の
女
性
に
よ
っ
て
著

作
権
の
全
部
を
岩
崎
に
譲
渡
す
る
旨
の
意
思
が
書
面
ま
た
は
電
磁
的
記
録

に
よ
り
示
さ
れ
な
い
限
り
、IJ

C
W

に
収
録
し
な
い
。
女
性
と
岩
崎
と
の
共
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同
の
製
作
物
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
等
に
関
す
る
協
議
の
結
果
に
よ
り
分
類

す
る
。 

 
女
性
局
は
、
第
一
局
か
ら
第
九
局
と
並
列
的
に
設
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
九
つ

の
各
局
の
配
下
に
あ
る
九
つ
の
各
女
性
部
を
統
括
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー

カ
イ
ブ
と
し
て
は
、
各
【
女
性
系
】
は
九
つ
の
各
【
女
性
群
】
の
総
称
で
あ

る
。
ま
た
、
女
性
群
（
【
女
性
部
】
）
と
女
性
類
（
【
女
性
班
】）
の
関
係
、
女

性
類
（【
女
性
班
】）
と
女
性
綱
（
【
女
性
係
】
）
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。 

 

女
性
局
が
管
理
す
る
こ
れ
ら
【
女
性
系
】
以
下
の
ア
ー
カ
イ
ブ
（
女
性
編

纂
別
添
資
料
ア
ー
カ
イ
ブ
）
は
、IJ

C
A

内
の
ア
ー
カ
イ
ブ
で
あ
り
つ
つ
、

総
合
編
纂
者
た
る
岩
崎
に
対
し
て
大
き
な
独
立
性
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。 

 

女
性
局
及
び
【
女
性
系
】
の
特
称
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
第
二
巻
を
見
よ
。 

 

女
性
の
製
作
物
（
有
体
物
）・
著
作
物
（
無
体
物
）
の
分
類
基
準 

  

ま
た
、
私
た
ち
女
性
局
は
、
序
巻
本
編
の
岩
崎
所
長
に
よ
る
第
一
次
区
分
の

分
類
方
針
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
次
の
方
針
を
も
、
女
性
の
視
点
か
ら
、
今
一
度

確
認
し
、
従
う
も
の
と
す
る
。 

 

● 
 

製
作
者
ま
た
は
所
有
者
の
女
性
か
ら
岩
崎
所
長
に
提
供
さ
れ
た
有
体
物

の
う
ち
、
そ
の
提
供
者
の
女
性
が
、
一
身
上
の
都
合
（
こ
れ
を
女
性
自
身
で

所
持
す
る
こ
と
に
伴
う
個
人
的
事
情
に
よ
る
苦
痛
を
回
避
す
る
目
的
等
）
に

よ
り
、
こ
の
有
体
物
に
つ
い
て
女
性
自
身
の
有
す
る
権
利
の
う
ち
他
の
者
に

譲
渡
・
移
管
可
能
な
権
利
の
全
部
（
物
権
・
所
有
権
等
）
を
強
い
意
思
を
持

っ
て
放
棄
し
、
こ
れ
を
岩
崎
所
長
に
譲
渡
・
移
管
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

【
7
系
】
に
分
類
せ
ず
、【
1
系
】
に
分
類
す
る
。 

● 
 

著
作
者
ま
た
は
著
作
権
者
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
保
持
者
の
女
性
か

ら
岩
崎
所
長
に
提
供
さ
れ
た
無
体
物
の
う
ち
、
そ
の
提
供
者
の
女
性
が
、
一

身
上
の
都
合
（
こ
れ
を
女
性
自
身
で
所
持
す
る
こ
と
に
伴
う
個
人
的
事
情
に

よ
る
苦
痛
を
回
避
す
る
目
的
等
）
に
よ
り
、
こ
の
無
体
物
に
つ
い
て
女
性
自

身
の
有
す
る
権
利
の
う
ち
他
の
者
に
譲
渡
・
移
管
可
能
な
権
利
の
全
部
（
著

作
権
、
著
作
隣
接
権
等
）
を
強
い
意
思
を
持
っ
て
放
棄
し
、
こ
れ
を
岩
崎
所

長
に
譲
渡
・
移
管
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、【
8
系
】
に
分
類
せ
ず
、【
2
系
】

に
分
類
す
る
。 

譲
渡
・
移
管
で
き
な
い
か
譲
渡
・
移
管
が
困
難
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
権
利

（
著
作
者
人
格
権
、
登
録
・
免
許
制
の
知
的
財
産
権
等
）
に
つ
い
て
は
、
判

例
に
従
い
解
決
す
る
。 

ま
た
、
著
作
権
法
第
六
一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
譲
渡
の
目
的
と
し
て
特

掲
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
留
保
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
同
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
に
規
定
さ
れ
る
権
利
が
、
双

方
と
も
岩
崎
所
長
に
譲
渡
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
著
作
物
は
【
2
系
】

に
分
類
せ
ず
、【
8
系
】
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、【
2
系
】
に
は
、
著

作
者
ま
た
は
著
作
権
者
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
保
持
者
の
女
性
か
ら
、
同

法
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
権
利
の
全
部
を
含
む
著
作

権
の
全
部
が
岩
崎
所
長
に
対
し
て
譲
渡
さ
れ
た
著
作
物
の
み
を
分
類
す
る
。 

  

ま
た
、
私
た
ち
女
性
局
は
、
と
り
わ
け
女
子
学
生
か
ら
ア
ー
カ
イ
ブ
収
録
の
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要
望
を
受
け
る
各
資
料
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
取
り
決
め
る
。 

 
● 

 
次
の
女
性
の
製
作
物
・
著
作
物
は
、
収
録
す
る
。 

※ 
 

製
作
者
・
著
作
者
の
女
性
本
人
か
ら
収
録
の
要
望
が
あ
っ
た
も
の 

※ 
 

機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
、
セ
ル
フ
ア
ー
カ
イ
ブ
等
で
の
公
表
が
法
令
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
博
士
論
文 

※ 
 

修
士
論
文
・
卒
業
論
文
の
う
ち
、
担
当
教
員
の
サ
イ
ト
等
で
公
表
さ

れ
た
も
の 

● 
 

次
の
女
性
の
製
作
物
・
著
作
物
は
、
収
録
し
な
い
。 

※ 
 

岩
崎
所
長
の
活
動
と
接
点
の
な
い
も
の 

● 
 

次
の
女
性
の
製
作
物
・
著
作
物
は
、IJ

C
A

に
は
収
録
す
る
がIJ

C
W

に

は
収
録
し
な
い
。 

※ 
 

製
作
者
・
著
作
者
の
女
性
が
物
権
、
所
有
権
、
著
作
権
等
の
全
部
を

保
持
し
な
い
た
め
、IJ

C
W

へ
の
収
録
を
希
望
し
て
も
権
利
の
放
棄
が

で
き
な
い
も
の 

  


